
誤 正

1
仕様書
第6条3項①

運行管理責任者及び車両運転者を定め、
あらかじめ教育委員会に届け出ること。

運行管理者及び車両運転者を定め、あらか
じめ教育委員会に届け出ること。

2
仕様書
第７条1項③

運行に必要な届出等、手続きは受託者が
行うこと。

削除

3
仕様書
第７条1項⑦

受託者は、運行管理責任者及び車両運転
者を定め、あらかじめ教育委員会に届け出
るこ と。

受託者は、運行管理者及び車両運転者を
定め、あらかじめ教育委員会に届け出るこ
と。
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